
　

国
の
「
働
き
方
改
革
実
現
会
議
」
が
平
成
29

（
２
０
１
７
）
年
3
月
28
日
に
決
定
し
た
「
働
き
方

改
革
実
行
計
画
」
で
は
、
長
時
間
労
働
の
是
正
の
た

め
の
項
目
に
、
①
週
40
時
間
を
超
え
て
労
働
可
能
と

す
る
時
間
外
労
働
の
限
度
を
原
則
と
し
て
月
45
時

間
・
年
３
６
０
時
間
と
し
、
違
反
に
は
特
例
を
除
い

て
罰
則
を
課
す
、
②
特
例
と
し
て
、
臨
時
的
な
特
別

の
事
情
が
あ
る
場
合
、
労
使
協
定
を
結
ぶ
場
合
で
も

上
回
る
こ
と
の
で
き
な
い
時
間
外
労
働
を
年
７
２
０

時
間
（
月
平
均
60
時
間
）
と
す
る
、
③
年
７
２
０
時

間
以
内
に
お
い
て
、
一
時
的
に
事
務
量
が
増
加
す
る

場
合
に
つ
い
て
、
最
低
限
上
回
る
こ
と
の
で
き
な
い

上
限
を
設
け
る
。
こ
の
上
限
に
つ
い
て
は
（
a
）
２

カ
月
、
３
カ
月
、
４
カ
月
、
５
カ
月
、
６
カ
月
の
平

均
で
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
休
日
労
働
を
含
ん
で
80

時
間
以
内
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、（
ｂ
）

単
月
で
は
、
休
日
労
働
を
含
ん
で
１
０
０
時
間
未
満

を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、（
ｃ
）
加
え
て
時

間
外
労
働
の
限
度
の
原
則
は
月
45
時
間
か
つ
年

３
６
０
時
間
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
こ
れ
を
上
回
る

特
例
の
適
用
は
年
半
分
を
上
回
ら
な
い
よ
う
、
年
６

回
を
上
限
と
す
る
、
と
い
う
内
容
が
示
さ
れ
た
。

　

こ
の
内
容
を
含
む
「
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た

め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
30

　長時間勤務等が大きな課題と
なっている医師の働き方につい
ては、「医師の働き方改革の推
進に関する検討会」が令和２
（2020）年8月に「医師労働
時間短縮計画策定ガイドライン
案」を出しています。年間の時
間外・休日労働時間数が960
時間を超える医師の勤務する医
療機関を計画策定義務化の対象
とし、令和３（2021）年４月
１日までの任意の日を計画始期
とすることを求めています。
　計画策定にあたって考慮すべ
き点などをみていきます。

（
２
０
１
８
）
年
7
月
６
日
公
布
）
で
は
、
時
間
外

労
働
の
上
限
規
制
に
つ
い
て
は
平
成
31（
２
０
１
９
）

年
4
月
1
日
か
ら
（
中
小
企
業
は
令
和
２
（
２
０
２

０
）
年
４
月
１
日
か
ら
）
適
用
開
始
と
な
っ
た
。
医

師
に
つ
い
て
は
５
年
間
の
猶
予
期
間
が
設
け
ら
れ
、

令
和
６
（
２
０
２
４
）
年
4
月
か
ら
適
用
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
て
い
る
。

　

医
師
に
関
す
る
規
制
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て

は
、
平
成
29
（
２
０
１
７
）
年
8
月
か
ら
「
医
師
の

働
き
方
改
革
に
関
す
る
検
討
会
」で
議
論
が
始
ま
り
、

平
成
31
（
２
０
１
９
）
年
3
月
に
報
告
書
が
ま
と
め

ら
れ
た
。

　

報
告
書
で
は
、
診
療
従
事
勤
務
医
の
時
間
外
労
働

の
上
限
水
準
（
２
０
２
４
年
4
月
～
）
と
し
て
、

◦�

脳
・
心
臓
疾
患
の
労
災
認
定
基
準
を
考
慮
し
た

（
A
）
水
準

◦�

や
む
を
得
ず
（
A
）
水
準
を
超
え
ざ
る
を
得
な
い

場
合
を
想
定
し
た
（
B
）
水
準
（
地
域
医
療
確
保

暫
定
特
例
水
準
）

◦�

初
期
・
後
期
研
修
医
を
想
定
し
た（
C
）︱
１
水
準

◦�

高
度
技
能
を
も
つ
医
師
の
育
成
期
間
を
想
定
し
た

（
C
）︱
２
水
準
（
集
中
的
技
能
向
上
水
準
）

の
４
つ
を
示
し
、
こ
れ
に
月
の
上
限
を
超
え
る
場
合

の
面
接
指
導
と
就
業
上
の
措
置
（
追
加
的
健
康
確
保

医
師
の
勤
務
状
況
改
善
に
向
け
て

　

わ
が
国
の
医
療
は
、
と
く
に
20
代
、
30
代
の
若
い

医
師
を
中
心
に
、
他
職
種
と
比
較
し
て
も
抜
き
ん
で

た
長
時
間
労
働
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
実
態
が

あ
る
。
国
民
に
対
す
る
医
療
提
供
体
制
の
確
保
は
重

要
で
あ
る
が
、「
自
殺
や
死
を
毎
週
ま
た
は
毎
日
考

え
る
」
医
師
の
割
合
が
３
・
６
％
と
の
調
査
（
＊
１
）

も
あ
り
、
医
師
の
健
康
へ
の
影
響
や
過
労
死
も
懸
念

さ
れ
る
現
状
を
変
え
、
健
康
で
充
実
し
て
働
き
続
け

る
こ
と
の
で
き
る
社
会
を
目
指
し
て
い
く
こ
と
が
求

め
ら
れ
て
い
る
。

＊1…�日本医師会「勤務医の健康の現状と支援のあり方に関するアンケート調査報告書」（平成28年6月）

医
師
の
働
き
方
改
革
と

医
療
職
種
の
役
割
分
担
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ま
れ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
令

和
６
（
２
０
２
４
）
年
度
以
降
に
つ
い
て
は
、
み
ず

か
ら
（
B
）、（
C
）
指
定
を
受
け
て
い
る
医
療
機
関

に
限
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

な
お
、
36
協
定
が
医
療
機
関
（
事
業
場
）
単
位
で

締
結
さ
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
こ
こ
で
の
年
間
の
時

間
外
・
休
日
労
働
時
間
数
の
計
算
に
は
、
医
師
の
副

業
・
兼
業
先
で
の
労
働
時
間
は
含
ま
れ
な
い
。
計
画

は
、
医
療
機
関
ご
と
の
取
り
組
み
を
記
載
す
る
も
の

で
あ
り
、
医
療
機
関
ご
と
の
労
働
時
間
を
基
に
策
定

義
務
の
対
象
の
判
断
、労
働
時
間
数
の
実
績
と
目
標
、

労
働
時
間
短
縮
に
向
け
た
取
り
組
み
を
記
載
す
る
。

≪
計
画
期
間
≫

　

令
和
５
（
２
０
２
３
）
年
度
ま
で
の
計
画
期
間
は
、

計
画
始
期
が
令
和
３
（
２
０
２
１
）
年
４
月
１
日
ま

で
の
任
意
の
日
、計
画
終
期
が
令
和
６
（
２
０
２
４
）

年
３
月
末
日
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
令
和
６

（
２
０
２
４
）
年
度
以
降
の
計
画
期
間
と
し
て
は
、

令
和
６
（
２
０
２
４
）
年
４
月
１
日
を
計
画
始
期
と

し
、
計
画
期
間
は
５
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
の
任

意
の
日
と
す
る
。

　

計
画
の
策
定
に
あ
た
っ
て
は
、
各
医
療
機
関
は
、

令
和
17
（
２
０
３
５
）
年
度
末
で
の
（
Ｂ
）
水
準
の

廃
止
を
前
提
に
、
計
画
的
に
労
働
時
間
短
縮
の
目
標

を
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
と
と
も

に
、
計
画
期
間
内
で
あ
っ
て
も
、
後
述
の
≪
策
定
の

流
れ
≫
の
と
お
り
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
な
か
で

年
１
回
、
計
画
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
が
想
定
さ
れ

て
い
る
。

≪
計
画
の
対
象
医
師
≫

　

当
該
医
療
機
関
に
勤
務
す
る
医
師
の
う
ち
、
全
員

措
置
）
を
課
し
て
い
る
（（
B
）
水
準
、（
C
）

水
準
に
つ
い
て
は
医
療
機
関
を
特
定
）。

　

ま
た
、
将
来
（
暫
定
特
例
水
準
（（
B
）

水
準
）
の
解
消
（
＝
２
０
３
５
年
度
末
）
後
）

は
、（
C
）
水
準
の
対
象
と
な
る
業
務
を
除

き
（
縮
減
方
向
に
努
力
）、（
A
）
水
準
の
適

用
に
収
れ
ん
さ
せ
る
、
と
し
て
い
る
（
図
）。

医
師
労
働
時
間
短
縮
計
画
の

策
定
義
務
対
象
医
療
機
関
と

策
定
の
流
れ

　

前
述
の
内
容
を
計
画
的
に
進
め
る
た
め

に
、
令
和
元
（
２
０
１
９
）
年
７
月
か
ら
議

論
を
開
始
し
た
の
が
、「
医
師
の
働
き
方
改

革
の
推
進
に
関
す
る
検
討
会
」
で
あ
る
。
同

検
討
会
で
は
、
令
和
２
（
２
０
２
０
）
年
８

月
に
、
医
師
労
働
時
間
短
縮
計
画
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
案
を
ま
と
め
た
。
主
な
内
容
は
次
の
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。

≪
策
定
義
務
対
象
医
療
機
関
≫

　
「
医
師
労
働
時
間
短
縮
計
画
」
の
策
定
義

務
対
象
医
療
機
関
は
、
年
間
の
時
間
外
・
休

日
労
働
時
間
数
が
９
６
０
時
間
を
超
え
る
医

師
が
勤
務
す
る
医
療
機
関
で
あ
る
。
具
体
的

に
は
、
令
和
３
（
２
０
２
１
）
年
度
中
に
係
る
36
協

定
の
届
出
を
行
っ
た
医
療
機
関
の
う
ち
、
年
間
の
時

間
外
・
休
日
労
働
時
間
が
９
６
０
時
間
を
超
え
る
36

協
定
を
締
結
す
る
医
療
機
関
は
、
令
和
３

（
２
０
２
１
）
年
3
月
末
ま
で
に
計
画
を
策
定
し
、

医
療
機
関
が
所
在
す
る
都
道
府
県
に
同
年
４
月
末
ま

で
に
提
出
す
る
必
要
が
あ
る
（
そ
の
後
、
毎
年
度
４

月
ま
で
に
都
道
府
県
に
提
出
す
る
）。

　

こ
の
た
め
、
今
後
（
B
）、（
C
）
指
定
を
受
け
る

予
定
の
な
い
医
療
機
関
で
あ
っ
て
も
、
令
和
２

（
２
０
２
０
）
年
度
か
ら
令
和
５
（
２
０
２
３
）
年

度
の
間
で
、
時
間
外
・
休
日
労
働
の
時
間
数
が

９
６
０
時
間
を
超
え
る
医
師
が
勤
務
す
る
医
療
機
関

で
あ
れ
ば
、
計
画
の
策
定
義
務
対
象
医
療
機
関
に
含
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Ｃ－１：初期・後期研修医が、研修プロ
グラムに沿って基礎的な技能
や能力を修得する際に適用

※本人がプログラムを選択
Ｃ－２：医籍登録後の臨床従事６年

目以降の者が、高度技能の育
成が公益上必要な分野につ
いて、特定の医療機関で診療
に従事する際に適用

※本人の発意により計画を作成し、医
療機関が審査組織に承認申請

（例外）
・年720時間
・複数月平均80時間
  （休日労働含む）
・月100時間未満
  （休日労働含む）
年間６カ月まで

年1,860時間／
月100時間（例外あり）

※いずれも休日労働含む

年1,860時間／月100時間（例外あり）
※いずれも休日労働含む
⇒将来に向けて縮減方向

年960時間／
月100時間（例外あり）

※いずれも休日労働含む

（原則）
１カ月45時間
１年360時間

※この（原則）については
　医師も同様。

※あわせて月155時間を超える場合には労働時間短縮の具体的取組を講ずる。

一般則 2024年４月～ 将来
（暫定特例水準の解消
（＝2035年度末）後）

【
時
間
外
労
働
の
上
限
】

【
追
加
的
健
康
確
保
措
置
】

Ａ：診療従事勤務医に
2024年度以降
適用される水準

Ｂ
：
地
域
医
療
確
保
暫
定

　
　特
例
水
準

　
　
　
　（医
療
機
関
を
特
定
）

集
中
的
技
能
向
上
水
準

　
　 （
医
療
機
関
を
特
定
）

Ｃ-１ Ｃ-2

将来に向けて
縮減方向

年960時間／
月100時間（例外あり）

※いずれも休日労働含む

Ｃ-１ Ｃ-2Ａ

月の上限を超える場合の面接指導と就業上の措置（いわゆるドクターストップ）

連続勤務時間制限28
時間・勤務間インター
バル９時間の確保・代
償休息のセット（努力
義務）

※実際に定める３６協定の
上限時間数が一般則を
超えない場合を除く。

連続勤務時
間制限28時
間・勤務間イ
ンターバル９
時間の確保・
代償休息の
セット（義務）
※初期研修医

については連
続勤務時間
制限を強化し
て徹底（代償
休息不要）

連続勤務時間
制限28時間・
勤務間インタ
ーバル９時間
の確保・代償
休息のセット
（努力義務）
※ 実 際に定め

る３６協定の
上限時間数
が 一 般 則を
超えな い 場
合を除く。

連続勤務
時間制限
28時間・
勤務間イ
ンターバ
ル９時間
の確保・
代償休息
のセット
（義務）

連続勤務
時間制限
28時間・
勤務間イ
ンターバ
ル９時間
の確保・
代償休息
のセット
（義務）

医師の時間外労働規制について図
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